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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．第７期中より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。 

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自平成16年 
３月１日 
至平成16年 
８月31日 

自平成17年 
３月１日 
至平成17年 
８月31日 

自平成18年 
３月１日 
至平成18年 
８月31日 

自平成16年 
３月１日 
至平成17年 
２月28日 

自平成17年 
３月１日 
至平成18年 
２月28日 

売上高 (千円) － － 1,830,829 － － 

経常利益又は経常損失

（△） 
(千円) － － △180,409 － － 

中間（当期）純利益又は中

間（当期）純損失（△） 
(千円) － － △185,673 － － 

純資産額 (千円) － － 770,495 － － 

総資産額 (千円) － － 1,777,319 － － 

１株当たり純資産額 (円) － － 93,489.50 － － 

１株当たり中間（当期）純

利益金額又は1株当たり中

間（当期）純損失金額

（△） 

（円） － － △23,422.93 － － 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 (％) － － 42.6 － － 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) － － △69,535 － － 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) － － △562,505 － － 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) － － 370,779 － － 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
(千円) － － 484,731 － － 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
(人) 

－ 

(－)

－ 

(－)

264 

(290)

－ 

(－)

－ 

(－)



(2）提出会社の経営指標等 

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第６期までの持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．第７期中より中間連結財務諸表を作成しているため、第７期中の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動

によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー、現金

及び現金同等物の中間期末残高は記載しておりません。 

４．第５期中、第６期中及び第５期につきましては、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。また、第６期及び第７期中につきましては、潜在株式が存在するも

のの、１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

５．当社は、平成17年４月６日をもって大阪証券取引所（ヘラクレス）へ上場したため、第５期までは当社株式は

非上場・非登録であります。 

６．平成16年７月28日、平成17年12月28日をもって有償第三者割当増資を行っております。 

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自平成16年 
３月１日 
至平成16年 
８月31日 

自平成17年 
３月１日 
至平成17年 
８月31日 

自平成18年 
３月１日 
至平成18年 
８月31日 

自平成16年 
３月１日 
至平成17年 
２月28日 

自平成17年 
３月１日 
至平成18年 
２月28日 

売上高 (千円) 1,528,211 1,549,666 1,368,541 3,225,979 2,778,675 

経常利益又は経常損失

（△） 
(千円) 108,734 △148,865 △89,038 219,103 △387,989 

中間（当期）純利益又は中

間（当期）純損失（△） 
(千円) 57,875 △182,323 △90,300 105,235 △431,587 

持分法を適用した場合の投

資利益 
(千円) － － － － － 

資本金 (千円) 100,325 185,325 606,902 100,325 555,075 

発行済株式総数 （株） 5,670 6,470 8,105 5,670 7,920 

純資産額 (千円) 284,821 349,678 861,074 332,180 839,913 

総資産額 (千円) 619,869 618,279 1,670,967 739,545 1,131,976 

１株当たり純資産額 （円） 50,233.06 54,046.15 106,239.90 58,585.68 106,049.74 

１株当たり中間（当期）純

利益金額又は1株当たり中

間（当期）純損失金額

（△） 

（円） 10,507.59 △28,857.74 △105,276.91 18,832.35 △64,959.04 

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額 
（円） － － － － － 

１株当たり配当額 （円） － － － 3,700 － 

自己資本比率 （％） 46.0 56.6 51.0 44.9 74.2 

営業活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 48,543 △205,291 － 115,359 △333,705 

投資活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) △16,425 △17,017 － △41,624 △113,938 

財務活動によるキャッシ

ュ・フロー 
(千円) 7,406 190,909 － 7,081 897,681 

現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高 
(千円) 174,661 184,555 － 215,954 665,992 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人）

178 

(19)

209 

(16)

180 

(9)

178 

(22)

179 

(10)



２【事業の内容】 

 当社グループ（当社及び当社関連会社）は、当社（株式会社アライヴ コミュニティ）、子会社４社により構成さ

れており、コーティング事業、ハウスケア事業、ライフアップ事業、ＩＴ事業、給水管洗浄事業、総合ビルメンテ

ナンス事業、総合不動産事業を主要な業務としております。 

 ＜コーティング事業＞ 

   主な事業内容の異動はありません。 

  

 ＜ハウスケア事業＞ 

   主な事業内容の異動はありません。 

  

 ＜ライフアップ事業＞ 

   主な事業内容の異動はありません。 

  

 ＜ＩＴ事業＞ 

 当中間連結会計期間において、ＩＴ事業に進出し、ポータブルインターフォン、サラウンド音響機器、ビデ

オ・オン・デマンドシステムの販売、インターネットサービスプロバイダ事業等を行っております。 

  

 ＜給水管洗浄事業＞ 

 当中間連結会計期間において、給水管洗浄事業に進出し、株式会社 オアシスソリューションを子会社化し、

「オゾンアクア殺菌洗浄工法」（特許3465823号）を用いた、建造物の給水管洗浄、貯水槽管理、設備全般等を

行っております。 

  

 ＜総合ビルメンテナンス事業＞ 

 当中間連結会計期間において、総合ビルメンテナンス事業に進出し、東峰実業 株式会社を子会社化し、清掃

管理、設備管理、保安管理、営繕工事、人材派遣サービス管理、環境衛生管理等を行っております。 

  

 ＜総合不動産事業＞ 

 当中間連結会計期間において、総合不動産事業に進出し、株式会社 エルトレードと株式会社 アールイーテク

ニカを子会社化し、不動産仲介・不動産コンサルティングなど不動産関連事業を行っております。 

  

 上記事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 

  

事業区分 

トータルライフケアサービス事業  
トータルハウスケアサービス事業  

コーティング事業  

ハウスケア事業 

ライフアップ事業 

ＩＴ事業 

給水管洗浄事業 

総合ビルメンテナンス事業 

不動産事業 総合不動産事業 



 （事業系統図） 

  



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．当中間連結会計期間において、新規に設立され新たに連結子会社となったものであります。 

３．当中間連結会計期間において、株式取得により新たに連結子会社となったものであります。 

４．株式会社アールイーテクニカは特定子会社に該当しております。 

  

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しており

ます。 

    ２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい

るものであります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当中間会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しておりま

す。 

  

(3）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金 
（千円）

主要な事業の内容 
議決権の
所有割合 
（％）

関係内容 

(連結子会社) 

 株式会社 オアシスソリュ

ーション 

（注）２ 

東京都新宿区 30,000 
トータルハウスケ

アサービス事業 
51.0 役員の兼任２名 

(連結子会社) 

 株式会社 エルトレード 

（注）２ 

東京都新宿区 50,000 不動産事業 100.0 役員の兼任３名  

(連結子会社) 

東峰実業 株式会社 

（注）３ 

東京都台東区 30,000 
トータルハウスケ

アサービス事業 
100.0 役員の兼任３名 

(連結子会社) 

 株式会社 アールイーテク

ニカ 

（注）４ 

東京都新宿区 100,000 不動産事業  100.0 役員の兼任３名 

  平成18年８月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

 トータルハウスケアサービス事業 238 (290) 

 不動産事業 7 (0) 

 全社（共通）  19 (-) 

合計 264 (290) 

  平成18年８月31日現在

従業員数（人） 180 (9)  



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇などの懸念材料があるものの、企業収益

が好調に推移したことにより、設備投資の拡大や雇用情勢の改善をもたらし、個人消費の持ち直しと併せ、緩やか

な回復基調で推移いたしました。 

当社グループの事業と密接に関連する住宅業界におきましては、団塊ジュニアやシニア層などの需要が底堅く推

移し、全体としては堅調に推移いたしましたが、首都圏のマンションの供給戸数に関しましては、大規模複合開発

物件、タワー型物件が注目を集めた一方で、地価上昇等の要因により販売の後ろ倒し傾向が強まるなどし、供給戸

数は前年を下回りました。 

このような状況において当社グループは、中期経営計画に基づき、「トータルライフケアサービス（生活総合支

援企業）」を拡充すべく、積極的な事業展開を行ってまいりました。法人営業の強化を中心に既存事業の再構築を

図り、一方で、子会社の取得、業務提携により、新分野の開拓に努めてまいりました。 

しかしながら、既存提携法人との関係強化、新規法人の開拓に注力したものの、事実無根のマスコミ報道や謂れ

なき営業妨害的行為による社会的信用の失墜の影響を完全に払拭できず、市場環境の要因による物件の減少分を確

保することができなかったため、当社の主力事業であり、利益率の高いコーティング事業における売上が、大幅に

計画を下回りました。また、当中間連結会計期間中に取得した子会社及び新規事業に関しましては、営業体制の未

整備、技術開発等の遅延から収益化が進展いたしませんでした。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は1,830,829千円、経常損失は180,409千円、中間純損失は185,673千円

となりました。 

なお、当中間連結会計期間は中間連結財務諸表を初めて作成するため、前年同期との比較分析は行っておりませ

ん。 

  

    事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① トータルハウスケアサービス事業 

コーティング事業に関しましては、販売比率を直接販売（顧客に対し直接訪問し受注を獲得する方法）から

法人ルート（マンションデベロッパーやマンション管理会社等との提携に基づき、当該法人が販売もしくは管

理するマンションの入居者に対し営業する方法）へほぼ全面的にシフトし、計画的な物件の確保に注力してま

いりましたが、主要な市場である首都圏のマンションの供給戸数が減少したことによる物件の減少分の確保が

できず、結果的に新規顧客数が伸び悩む厳しい経営環境となり、売上高は660,726千円となりました。 

ハウスケア事業に関しましては、市場規模に適った支店・人員体制を構築し効率化を図るため、また、コー

ティング事業の強化を図るための人員の異動等を行った結果、売上高は577,061千円となりました。     

ライフアップ事業に関しましては、受注単価の増加等から、売上高は130,752千円となりました。 

ＩＴ事業につきましては、技術開発が計画に対して大幅に遅延しており、また、営業体制も現在構築中であ

ります。 

給水管洗浄事業に関しましては、株式会社 オアシス ソリューションが、オゾンアクア殺菌洗浄工法の認知

度向上に努め、主にマンションをターゲットとした営業を展開した結果、売上高は6,225千円となりました。 

総合ビルメンテナンス事業に関しましては、東峰実業 株式会社が、従来の取引先に加え当社グループ各社

の取引先への営業を強化した結果、売上高は428,454千円となりました。 

以上により、当中間連結会計期間における売上高は1,803,221千円、営業利益は132,098千円となりまし

た。  

  

② 不動産事業 

株式会社エルトレードが不動産受託販売事業を展開し、売上高は8,335千円となりました。また、株式会社

アールイーテクニカが不動産ブローカレッジ事業を展開し売上高は19,273千円となりました。 

一方、立ち上げに伴う営業体制の整備に経営資源を投入せざるを得ず、当中間連結会計期間における売上高

は27,608千円、営業損失は31,611千円となりました。 



(2) キャッシュ・フロー       

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、有形固定資産の売却による収入

195,100千円や売上債権の減少49,884千円等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前中間純損失175,730

千円や連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出712,139千円等の要因により、当中間連結会計期間末に

は484,731千円となりました。 

  

当中間連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、69,535千円となりました。 

 これは主に税金等調整前中間純損失が175,730千円発生したものの、減価償却費が13,365千円、のれん償却が

32,881千円発生し、売上債権が49,884千円減少したこと等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、562,505千円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の売却による収入を195,100千円獲得したものの、連結範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による支出が712,139千円発生したこと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）    

当中間連結会計期間において財務活動の結果獲得した資金は、370,779千円となりました。 

 これは主に、短期借入金の純増額332,712千円よるものであります。 

  

なお、当中間連結会計期間は、中間連結財務諸表を初めて作成するため、前年同期との比較分析は行っておりま

せん。 



 (3) 事業等のリスク 

以下において当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性についての事項を記載しております。ま

た、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上あるいは当社グループの事業活動

を把握する上で重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載して

おります。なお、文中における将来に係る事項については、当中間連結会計期間末現在において当社が判断した

ものであります。当社グループはこれらリスク要因の発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場

合の対応に努めてまいります。 

  

１．事業の特徴について 

① 事業の特徴におけるリスクについて 

 当社グループの展開している「トータルライフケアサービス事業」のうちコーティング事業、ハウスケ

ア事業、ライフアップ事業の主要顧客は、新築分譲マンション及び既存マンションの入居者であります。

当社グループは今期に入りその営業方法を、これら顧客宅に直接訪問し受注を獲得する方法から、マンシ

ョンデベロッパーやマンション管理会社等との提携に基づき当該法人が販売もしくは管理するマンション

の入居者に対し営業する方法に全面的にシフトし、顧客拡大並びに収益基盤の強化を図っております。今

後、マンションデベロッパーやマンション管理会社との提携が確保できなかった場合、当社グループの経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 収益構造におけるリスクについて 

 当社グループは今期、中期経営計画「Speed＆Challenge-2006～2008」の一環として、深い関わりのある

デベロッパー及び管理会社の総合サポート企業としての位置づけを得るべく「トータルライフケアサービ

ス（生活総合支援企業）」を標榜し、既存のコーティング事業、ハウスケア事業、ライフアップ事業に加

えて、ＩＴ関連事業、不動産事業等を強化し、提供するサービス・商品を拡充する施策を執ってまいりま

した。しかし当社グループの収益構造は、当中間連結会計期間末現在、主に収益性の高いコーティング事

業に依存している傾向にあります。 

当社グループといたしましては、こうした状況を改善し、収益基盤を強化するために、既存のハウスケア

事業、ライフアップ事業の収益性の向上と共に、新規事業及びグループ会社の収益化に注力してまいりま

す。かかる収益構造の再構築が図れなかった場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

加えて今後、中期経営計画「Speed＆Challenge-2006～2008」のもと、従前以上にかかるリスクに対応する

ため、業態の変革を加速させ、その軽減化に向け企業努力を継続していく所存であります。 

③ マンション業界動向におけるリスクについて 

 当社グループにおけるコーティング事業その他一部事業は、主に新築分譲マンションの購入者を対象と

して営業活動を行っております。そのため、新築分譲マンションの販売件数の推移、特にデベロッパーに

よる新築分譲マンション販売計画の後ろ倒しや投資用マンションの増加による実住用マンションの販売戸

数の減少など、経済環境等によって新築分譲マンションの販売件数の減少や新築マンションの竣工に遅れ

が生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④ クレームの多い業界に属している点について 

 当社グループが属する住宅リフォーム業界や訪問販売を行っている事業者の中で、一部の業者による悪

質な手法による消費者トラブルが続出しており、マスコミ報道による露出も増加傾向にあります。このた

めに、業界に対するイメージ悪化から当社の営業活動に支障をきたし、当社の業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

当社グループは、こうしたトラブルの発生回避のため、営業社員に対し営業会議、各種研修等の場におい

て法令遵守や営業マナー等の実践的研修を徹底しており、また、施工トラブルの未然防止を図るため施工

マニュアルを作成・配布しているとともに施工研修を実施しております。さらに、クレームが発生した場

合には迅速な対応（当社では「チャレンジ24」というプロジェクトのもと、24分以内に顧客への連絡また

は対応を行い、24時間以内に解決するための行動を取ることをスローガンに掲げ、その実践に努めており

ます）を図っているとともに、その報告から分析及び対応までの組織的な共有化を図り、再発防止策を講

じております。 

⑤ 競合について  

 当社グループが行っている事業の一部は、特殊技能や許認可を必要とする事業ではなく、新規参入は比

較的容易であると考えられ、将来的には、マンションデベロッパーやマンション管理会社が参入してくる

可能性があります。こうした状況から、今後は業者間受注競争がますます激化することが想定され、当社

グループ業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



２．当社グループの経営成績等について 

① 当社グループの経営成績について 

 当中間連結会計期間に入り、当社の根幹ビジネスであり、収益性の高いコーティング事業において、前

事業年度から引き続く事実無根のマスコミ報道や謂れなき営業妨害的行為による社会的信用の失墜の影響

を完全に払拭できず、結果的に新規顧客獲得数が伸びなかったことと５月以降新築マンションの販売戸数

が減少していることなどから、抜本的な収益の改善が達成できませんでした。また、当社グループにおけ

る連結子会社の多くが、当中間連結会計期間中に事業を開始したものの、本格的な事業展開までに至って

いないこと等から、多額の営業損失とマイナスの営業キャッシュ・フローを計上せざるを得ない状況とな

りました。 

 このような状況の中で、「第２事業の状況３対処すべき課題」にも記載しております、①コーティング

事業の再構築 ②新会社設立・子会社化に伴う新分野の開拓 ③技術提携（ライセンス契約）などによる

ＩＴ事業の推進 ④ハウスケア事業の発展的再構築の実施により収益性と営業キャッシュ・フローの改善

を図ってまいります。 

② トータルライフケアサービスの新規性について 

 当社グループが標榜するトータルライフケアサービス（生活総合支援企業）は、生活に係る様々なサー

ビスをワンストップソリューションで提供することを目標とする新しい事業モデルであります。現在、グ

ループ化・業務提携等の戦略により、その拡充を図っておりますが、社会情勢、市場動向に起因する顧客

ニーズの変化により、必要とされるサービス・商品の種類・内容、提供体制等に関して予測の困難性が存

在します。従って、当社グループのトータルライフケアサービスのサービス・商品の内容、提供体制等と

顧客ニーズとの間に乖離が生じた場合には、当社グループ業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループは、このような状況を回避すべく、社会情勢、市場動向を注視し、マーケティング及びサ

ービス・商品開発に努め、顧客ニーズの適切な把握と顧客ニーズに適ったトータルライフケアサービスの

構築を図ってまいります。 

  

３．法的規制におけるリスクについて 

① 特定商取引法、消費者契約法 

 親会社の行うコーティング事業、ハウスケア事業、ライフアップ事業、新規事業及びグループ会社の行

う事業の一部は、「特定商取引法」及び「消費者契約法」上にいう訪問販売による営業活動を行ってお

り、同法による規制を受けております。これらの法規制は消費者保護の観点から近年強化される傾向にあ

ります。当社においては、これらの法令の趣旨や改正内容を充分理解したうえ、社員に教育を徹底してお

り、社内管理体制の整備や各種研修により法令遵守に努めております。将来これらの法令の改正や新たな

法令規制が制定され、当社グループの事業に適用された場合、当社グループの事業はその制約を受けるこ

ととなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

② 建設業法、建築士法、宅地建物取引業法 

 上記のほかハウスケア事業において小規模修繕のみを行っていることから建設業の許可を必要とはして

おりませんが、将来の事業拡大を見据えて建設業の許可申請をしており、そのもとで「建設業法」、「建

築士法」の規制を受けております。また、当社グループ会社において不動産売買を営んでいることから宅

地建物取引業の免許を取得し、「宅地建物取引業法」の規制を受けております。将来これらの法令の改正

や新たな法令規制が制定され、当社グループの事業に適用された場合、当社グループの事業はその制約を

受けることとなり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③ 個人情報の保護に関する法 

 当社グループは、「個人情報の保護に関する法」のもとで、適法かつ公正な手段によって個人情報を取

得し、取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて個人情報を利用し、その

紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピューターウィルスなどに対す

る適正なセキュリティ対策を講じております。しかし、これらの対策にも拘らず、個人情報の不正利用、

その他不測の事態によって個人情報が社外に漏えいした場合には、損害賠償請求や社会的信用の失墜など

により、当社の財政状態及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

 当中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、前年同期比については記載しておりません。 

(1) 生産実績 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．不動産事業については、生産業務を定義することが困難であるため、生産実績の記載は省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）仕入実績 

 （注） １．不動産事業は、仲介業務であるため、仕入実績の記載は省略しております。 

      ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）受注状況 

 （注）１．不動産事業は、受注生産を行っていないため、受注状況の記載を省略しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

構成比（％） 

トータルハウスケアサービス事業（千円） 1,803,221 100.0 

合計（千円） 1,803,221 100.0 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

構成比（％） 

トータルハウスケアサービス事業（千円） 85,935 100.0 

合計（千円） 85,935 100.0 

事業の種類別セグメントの名称 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

受注高（千円） 受注残高（千円） 

トータルハウスケアサービス事業（千円） 529,595 58,579 

合計（千円） 529,595 58,579 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

構成比（％） 

トータルハウスケアサービス事業（千円） 1,803,221 98.5 

不動産事業（千円） 27,608 1.5 

合計（千円） 1,830,829 100.0 



３【対処すべき課題】 

前事業年度においては、事実無根の報道や謂れなき営業妨害的行為による信用の失墜や、悪質リフォーム問題、

耐震偽装問題等、当社の事業とは直接関連性の無い外的要因により、業績が大きく悪化いたしました。当事業年度

においても、引き続きこれらの外的要因の払拭に努め、「中期経営計画 Speed & Challenge－2006～2008年」に基

づき、収益性や営業キャッシュ・フローの改善を目指し、以下のような収益構造の構築を図る計画でおります。 

この改善計画は、大別して以下の4つから構成されております。 

  

① コーティング事業の再構築 

② 新会社設立・子会社化に伴う新分野の開拓 

③ 技術提携（ライセンス契約）などによるＩＴ事業の推進 

④ ハウスケア事業の発展的再構築   

それぞれの具体的な内容とその着実な実行のための重要課題は以下のとおりと認識しております。 

  

① コーティング事業の再構築について 

当社の根幹ビジネスであるコーティング事業においては、回復基調にある新築マンションの販売戸数の増加

の中で、提携する法人との関係強化と新規法人開拓を全社をあげて取り組み、また提供するサービスについて

は、液剤・施工の品質向上による差別化を図ってまいります。また事実無根のマスコミ報道や謂れなき営業妨

害的行為により失墜した社会的信用の回復に向けた対応も従来以上に取り組んでまいります。 

  

② 新会社設立・子会社化に伴う新分野の開拓について 

トータルライフケアサービス（生活総合支援企業）を標榜する当社グループは、当社並びに関係会社のコア

コンピタンスを活かし、生活に係る様々なサービス・商品を提供することで、多様化・高度化する取引先・顧

客のニーズを満たし、顧客満足度の向上及び市場競争力の強化を図ってまいります。また、顧客基盤・収益基

盤の強化を図るため、当社及び当社の関係会社のシナジー効果を追求してまいります。 

 グループ各社は、マンションデベロッパー、マンション管理会社、ビルオーナー等の取引先を相互に紹介・

共有することで、新たな販路の開拓、販売機会の増加を図ります。また、当社グループは、トータルライフケ

アサービス（生活総合支援企業）を標榜しており、生活に係る様々なサービス・商品を取り揃えることで、取

引先に対する、ワンストップソリューションの構築を目指し、当社の差別化要因、競争力要因としておりま

す。従って、グループ各社が独自性の高いサービス・商品を有することで、各サービス・商品を扱うコンペテ

ィターに対する差別化要因とするとともに、提携法人の新規開拓・提携関係の強化を図ってまいります。 

  

③ 技術提携（ライセンス契約）などによるＩＴ事業の推進について   

従来のコーティング・ハウスケア・ライフアップに加え、現在の住環境において、重要な位置を占めるＩＴ

関連事業を推進することで、サービス・商品ラインアップを拡充し、提携法人とのアライアンスの強化、新規

法人の開拓に活用してまいります。また、ＩＴ分野は、技術の進歩、新技術の開発速度が極めて早いため、マ

ーケティング・技術開発に注力し、常に、優位性の高いサービス・商品を提供してまいります。 

  

④ ハウスケア事業の発展的再構築について 

ハウスケア事業においては、市場規模に適った支店・人員体制を構築し効率化を図り、併せて商材の仕入れ

コスト、施工費用及びアフターコスト、外注費用の削減を行うことにより、利益体質を強化してまいります。

また、株式会社アルデプロプロパティマネジメントとの業務提携による取り組みについては、株式会社アルデ

プロの地方展開の強化、取扱物件数の大幅な増加に対応できる施工体制・管理体制を構築し、当社のハウスケ

ア事業で培ったノウハウを活用することで、スケールメリットを活用した計画的な事業展開及び高品質の施工

サービスの提供を可能とする、利益を前提とした事業スキームを構築してまいります。 

 さらに、全社的な課題として、グループ化の推進によるシナジー効果の最大限の発揮、適切な人員配置と効

率的な人事組織の新体制の構築、サービス・商品のさらなる拡充によるトータルライフケアサービス（生活総

合支援企業）の構築を進めてまいります。加えて、役員報酬、支店運営経費等の削減による経費削減等を実施

してまいります。 

 以上のように、内部体制の強化を図り、一方で新規事業を開始し、市場ニーズ及び顧客ニーズを的確に捉

え、サービス力、商品力、技術力の向上並びに経営の効率化と合理化を推進してまいります。この計画の実現

は、営業損益並びに営業キャッシュ・フローの改善に繋がり、市場での当社に対する社会的信任が得られるも

のと確信しております。 

  



４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、連結子会社である東峰実業株式会社は、設備を売却しております。 

 その主要な設備は、次のとおりであります。 

  （注）１．金額には消費税等は含まれておりません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前期末に計画中であった重要な設備の拡充、改修について完了したものは、次のと

おりであります。 

  

 前期末において計画しておりました、本社管理部門における業務設備の改修につきましては、平成18年４月に完了

し、５月より運用しております。 

  

 また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  国内子会社  

会社名 
事業所名 

（所在地） 

事業の種類別セグ

メントの名称 
設備の内容 

帳簿価額 （千円） 

建物及び  

構築物 
土地   合計  

東峰実業 

株式会社 
東京都台東区 

トータルハウスケ

アサービス事業 
事務所  118,696 164,070 282,766 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

（注） 平成18年８月10日開催の臨時取締役会において、定款の変更を行い、発行可能株式総数は126,720株増加し、

158,400株となっております。 

  

②【発行済株式】 

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年11月１日からこの半期報告書提出日までの新株引受権及び新株予約権の

行使により発行された株式数は含まれておりません。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 31,680 

計 31,680 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年８月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年11月17日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,105 40,525 
大阪証券取引所 

（ヘラクレス） 
－ 

計 8,105 40,525 － － 



(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ20の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

  

 
中間会計期間末現在 

（平成18年８月31日） 

提出日の前月末残高 

（平成18年10月31日） 

新株予約権の数（個） 1,115 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,115 5,575 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 553,300 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年６月１日 

至 平成21年５月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

560,300 

280,150 

 発行価格 

 資本組入額 

112,060 

56,030 

新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権の割当を受けた者が当社の

取締役、監査役又は従業員の場合は、

権利行使時においても、当社の取締

役、監査役又は従業員の地位にあるこ

とを条件とする。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職又は当社の取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではない。 

(2)新株予約権の払込日時点に当社の取締

役、監査役又は従業員でない本新株予

約権者が権利を行使するときは、当社

の取締役会の承認を得るものとする。 

(3)各新株予約権の行使に当たっては、一

部行使はできないものとする。 

(4)新株予約権者は、権利行使請求日の前

営業日の当社株価終値（当該日の終値

がない場合は、その前営業日）が

600,000円（以下「基準株価」という)

以上であれば権利行使をすることが出

来るものとする。ただし 、「新株予

約権の行使時の払込金額」の調整が行

われた場合には、基準株価においても

当該調整に準じる調整を行うものとす

る。 

(5)その他の条件は、取締役会決議に基づ

き、当社と本新株予約権者との間で締

結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。 

(1)新株予約権の割当を受けた者が当社の

取締役、監査役又は従業員の場合は、

権利行使時においても、当社の取締

役、監査役又は従業員の地位にあるこ

とを条件とする。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職又は当社の取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではない。  

(2)新株予約権の払込日時点に当社の取締

役、監査役又は従業員でない本新株予

約権者が権利を行使するときは、当社

の取締役会の承認を得るものとする。 

(3)各新株予約権の行使に当たっては、一

部行使はできないものとする。 

(4)新株予約権者は、権利行使請求日の前

営業日の当社株価終値（当該日の終値

がない場合は、その前営業日）が

120,000円（以下「基準株価」という)

以上であれば権利行使をすることが出

来るものとする。ただし 、「新株予

約権の行使時の払込金額」の調整が行

われた場合には、基準株価においても

当該調整に準じる調整を行うものとす

る。 

(5)その他の条件は、取締役会決議に基づ

き、当社と本新株予約権者との間で締

結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。 
 同左 

代用払込みに関する事項 ―――   ――― 



会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）１． 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

 （注）２． 平成18年８月10日開催の臨時取締役会の決議に基づき、平成18年９月１日をもって株式分割による新株 

       式を発行しております。 

       これにより、普通株式は32,420株増加し、発行済株式総数は40,525株となりました。 

 
中間会計期間末現在 

（平成18年８月31日） 

提出日の前月末残高 

（平成18年10月31日） 

新株予約権の数（個） ――― 300 

新株予約権の目的となる株式の種類 ―――  普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ――― 1,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ――― 471,000 

新株予約権の行使期間 ――― 
自 平成18年９月19日  

至 平成19年９月18日  

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円） 
――― 

 発行価額 

 資本組入額 

108,120 

54,060 

新株予約権の行使の条件 ――― 

(1)新株予約権の割当を受けた者が当社の

取締役、監査役又は従業員の場合は、

権利行使時においても、当社の取締

役、監査役又は従業員の地位にあるこ

とを条件とする。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職又は当社の取締役

会が正当な理由があると認めた場合は

この限りではない。   

(2)新株予約権の払込日時点に当社の取締

役、監査役又は従業員でない本新株予

約権者が権利を行使するときは、当社

の取締役会の承認を得るものとする。 

(3)各新株予約権の行使に当たっては、一

部行使はできないものとする。 

(4)新株予約権者は、権利行使請求日の前

営業日の当社株価終値（当該日の終値

がない場合は、その前営業日）が金

200,000円（以下「基準株価」とい

う）以上であれば権利行使をすること

が出来るものとする。ただし、「新株

予約権の行使時の払込金額」の調整が

行われた場合には、基準株価において

も当該調整を行うものとする。  

(5)その他の条件は、取締役会決議に基づ

き、当社と本新株予約権者との間で締

結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。  

新株予約権の譲渡に関する事項  ――― 
 譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。 

代用払込みに関する事項  ――― ――― 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成18年３月１日～

平成18年８月31日

（注）１ 

185 8,105 51,827 606,902 51,827 585,702 



(4）【大株主の状況】 

  

  平成18年８月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

福岡 浩二 東京都港区 1,823 22.49 

有限会社アールズアンドケイ 東京都港区南青山七丁目４－15 1,000 12.34 

株式会社アルデプロ 東京都新宿区新宿三丁目１－24 500 6.17 

髙島勇二 埼玉県春日部市 388 4.79 

アライヴコミュニティ従業員

持株会 
東京都新宿区西新宿二丁目１番１号 346 4.27 

大阪証券金融株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目４－６  267 3.29 

柴田 秀 東京都小平市 200 2.47 

江藤鉄男 東京都港区 162 2.00 

エイチエスビーシー ファン

ド サービシィズ クライアン

ツ アカウント 500 

（常任代理人 香港上海銀行 

東京支店カストディ業務部） 

１ ＱＵＥＥＮ’Ｓ ＲＯＡＤ ＣＥＮＴ

ＲＡＬ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ  

（東京都中央区日本橋三丁目11－１） 

  

160 1.97 

坂口 涼二 神奈川県横浜市 142 1.75 

計 － 4,988 61.54 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が10株含まれております。な

お、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  平成18年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式   8,105   8,105 ― 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 8,105 ― ― 

総株主の議決権 ― 8,105 ― 

  平成18年８月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） １．最高・最低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。 

      ２．（ ）書は、株式分割権利落後の株価を示しています。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1）新任役員 

  該当事項はありません。 

  

(2）退任役員 

  該当事項はありません。 

  

(3）役職の異動 

月別 平成18年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

最高（円） 808,000 750,000 655,000 730,000 690,000 
675,000 

(115,000) 

最低（円） 601,000 610,000 552,000 451,000 481,000 
485,000 

(104,000) 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 
事業統括本部長兼

営業推進部長 
取締役 

事業統括本部長兼

コーティング事業

部長 

塚本比呂志  平成18年９月１日 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省

令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  なお、当中間連結会計期間（平成18年３月１から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項

のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

(3）当中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）は、中間連結財務諸表の作成初年度であ

るため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につ

いては、前中間連結会計期間との対比は行っておりません。 

  

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日

まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）及び当中間会

計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）の中間財務諸表について、三優監査法人による中間監査

を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

 当中間連結会計期間から中間連結財務諸表を作成しているため、

前中間連結会計期間については記載しておりません。 

 ①【中間連結貸借対照表】 

 

    
当中間連結会計期間末 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（資産の部）         

Ⅰ 流動資産         

１．現金及び預金     484,731   

２．売掛金     298,621   

３．たな卸資産     14,441   

４．その他     104,041   

   貸倒引当金     △8,508   

流動資産合計     893,327 50.3 

Ⅱ 固定資産         

１．有形固定資産 ※１   51,581 2.9 

２．無形固定資産         

(1）のれん   624,741     

(2）その他   27,643 652,384 36.7 

３．投資その他の資産 ※２ 189,497     

貸倒引当金   △9,471 180,026 10.1 

固定資産合計     883,992 49.7 

資産合計     1,777,319 100.0 

          

 



    
当中間連結会計期間末 

（平成18年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比 

（％） 

（負債の部）         

Ⅰ 流動負債         

１．買掛金     87,795   

２．短期借入金     515,000   

３．一年内返済予定長期借入金     88,671   

４．未払金     192,022   

５．賞与引当金     14,422   

６．売上値引引当金     3,700   

７．アフターコスト引当金     5,200   

８．その他     81,153   

流動負債合計     987,965 55.6 

Ⅱ 固定負債         

１．長期借入金     10,838   

２．退職給付引当金     4,894   

３．その他     3,126   

固定負債合計     18,858 1.0 

負債合計     1,006,824 56.6 

          

（純資産の部）         

Ⅰ 株主資本         

 １．資本金     606,902 34.1 

 ２．資本剰余金     585,702 33.0 

 ３．利益剰余金     △434,709 △24.5 

  株主資本合計     757,895 42.6 

Ⅱ 評価・換算差額等         

 １．その他有価証券評価差額金     △163 0.0 

  評価・換算差額等合計     △163 0.0 

Ⅲ 新株予約権     7,805 0.4 

Ⅳ 少数株主持分     4,958 0.3 

純資産合計     770,495 43.4 

負債純資産合計     1,777,319 100.0 

          



②【中間連結損益計算書】 

    

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高 ※２   1,830,829 100.0 

Ⅱ 売上原価     994,875 54.3 

売上総利益     835,954 45.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,013,869 55.4 

営業損失     177,915 △9.7 

Ⅳ 営業外収益         

 １．受取利息   405     

 ２．受取配当金    35     

 ３．受取手数料   1,010     

 ４．賃借料収入    1,546     

 ５．還付金    2,018     

 ６．その他   1,079 6,097 0.3 

Ⅴ 営業外費用         

１．支払利息   4,241     

２．創立費   1,372     

３．株式交付費    2,978 8,591 0.5 

経常損失     180,409 △9.9 

Ⅵ 特別利益         

１．固定資産売却益 ※３ 588     

２．アフターコスト引当金戻入益   11,637 12,225 0.7 

Ⅶ 特別損失         

１．固定資産除却損 ※４ 419     

２．減損損失 ※５ 6,944     

３．投資有価証券売却損   181 7,545 0.4 

税金等調整前中間純損失     175,730 △9.6 

法人税、住民税及び事業税   6,719     

法人税等調整額   12,965 19,685 1.0 

少数株主損失     △9,741 △0.5 

中間純損失     185,673 △10.1 

          



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

  当中間連結会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日） 

  

  

  

  

株主資本 

資本金  資本剰余金  利益剰余金  株主資本合計  

平成18年３月１日残高 

（千円） 
555,075 533,875 △249,036 839,913 

中間連結会計期間中の変動額     

新株予約権の行使 51,827 51,827  103,655 

当期純損失   △185,673 △185,673 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額） 
    

中間連結会計期間中の変動額合

計（千円） 
51,827 51,827 △185,673 △82,018 

平成18年８月31日残高 

（千円） 
606,902 585,702 △434,709 757,895 

  

  

評価・換算差額等 

 新株予約権 少数株主持分  純資産合計  その他有価証券評

価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月１日残高 

（千円） 
― ― 9,100 ― 849,013 

中間連結会計期間中の変動額      

新株予約権の行使   △1,295  102,360 

当期純損失     △185,673 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額(純額） 
△163 △163   4,958 4,794 

中間連結会計期間中の変動額合

計（千円） 
△163 △163 △1,295 4,958 △78,518 

平成18年８月31日残高 

（千円） 
△163 △163 7,805 4,958 770,495 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間純損失   △175,730 

減価償却費   13,365 

 減損損失   6,944 

のれん償却   32,881 

貸倒引当金の増加額   1,865 

 賞与引当金の増加額   122 

 売上値引引当金の増加額   128 

 受注工事損失引当金の減少額   △4,200 

 アフターコスト引当金の減少額   △23,300 

 退職給付引当金の減少額   △1,529 

 固定資産売却益   △588 

 固定資産除却損   419 

 投資有価証券売却損   181 

 株式交付費   2,978 

受取利息及び受取配当金   △441 

支払利息   4,241 

売上債権の減少額   49,884 

たな卸資産の減少額   6,530 

 未収入金の減少額   34,656 

 未払費用の増加額   21,323 

仕入債務の減少額   △51,051 

その他   28,311 

小計   △53,006 

利息及び配当金の受取額   441 

利息の支払額   △4,731 

法人税等の支払額   △12,238 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △69,535 

 



    

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日）

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出   △7,962 

有形固定資産の売却による収入   195,100 

無形固定資産の取得による支出   △440 

投資有価証券の取得による支出   △16,000 

投資有価証券の売却による収入   1,111 

関係会社株式の取得による支出   △1,048 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出 
  △712,139 

敷金保証金の差入による支出   △31,401 

 敷金保証金の返還による収入   10,631 

貸付けによる支出   △1,000 

貸付金の回収による収入   1,455 

その他   △811 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △562,505 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額   332,712 

長期借入金の返済による支出   △48,815 

社債の償還による支出   △12,500 

株式の発行による収入   99,382 

財務活動によるキャッシュ・フロー   370,779 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額   △261,261 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   665,992 

 Ⅵ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額   80,000 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※  484,731 

      



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日） 

 当中間連結会計期間に、東峰実業株式会社と株式会社アールイー

テクニカを株式取得により、株式会社オアシスソリューションと株

式会社エルトレードを新規設立により、連結子会社化しておりま

す。 

 当社グループにおける連結子会社の多くは、当中間連結会計期間

中に事業を開始し本格的な事業展開までに至っていないこともあ

り、当中間連結会計期間での営業損失は177,915千円、営業キャッ

シュ・フローは、マイナス69,535千円となっております。また上記

連結子会社は、当社に対して財務面において依存度の高い状況にあ

るほか、中間連結財務諸表に対する当社中間財務諸表の影響度が高

い状況にあることと当社の中間財務諸表に継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在していることとを踏まえると、中間連結財務諸表

についても継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。 

 この状況の中で、収益性と営業キャッシュ・フローの改善に向

け、当社グループとしては、トータルライフケアサービス（生活総

合支援企業）の提供へ向けた、以下のようなグループ間での事業シ

ナジーの達成を図ってまいります。 

 まずグループ各社の有するそれぞれの販路を共有することで、販

売機会を高め収益性の改善を目指します。 

 またグループ各社の提供するサービスの有機的な結合により、顧

客満足度の高まりが期待でき、同業他社に対する差別化により、高

い収益性の達成を目指します。 

 このような事業計画の実行が継続企業の前提となっております。 

 中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映しておりませ

ん。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

  

  

  

(1) 連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

株式会社 オアシスソリューション 

株式会社 エルトレード 

東峰実業 株式会社 

株式会社 アールイーテクニカ 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

日本建物営繕 株式会社 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

２．持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 

  

３．連結子会社等の中間決算日等に関する事

項 

  

  

  

 連結子会社のうち、東峰実業(株)の決算

期を、12月31日から８月31日に変更してお

ります。 

 また、(株)アールイーテクニカの中間決

算日は９月30日であります。 

 中間連結財務諸表の作成にあたっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しています。 

４．会計処理基準に関する事項 

  

  

  

  

  

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 (イ) 有価証券 

    その他有価証券 

     時価のあるもの          

中間連結決算日の市場価格等に

基づく時価法    

（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

 （ロ）たな卸資産 

      商品 

       先入先出法による原価法 

      原材料 

       先入先出法による原価法 

      仕掛品 

       個別法による原価法 

      貯蔵品 

     最終仕入原価法 

  

 



項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

  

  

  

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

（イ）有形固定資産 

   定率法 

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につ

いては定額法 

なお、取得価額10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却によっておりま

す。 

（ロ）無形固定資産 

   定額法 

なお、耐用年数については法人税

法に規定する方法と同一の基準によ

っております。 

 ただし、自社利用のソフトウエア

については、社内における見込利用

可能期間（５年）による定額法によ

っております。 

 また、ライセンスについては、契

約期間（２年）による定額法によっ

ております。 

（ハ）長期前払費用 

   定額法 

なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

（イ）貸倒引当金 

当社及び連結子会社は、債権の貸

倒による損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。 

（ロ）賞与引当金 

当社及び連結子会社３社は、従業

員の賞与支給に備えるため、支給見

込額のうち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。 

（ハ）売上値引引当金 

当社は、将来発生する売上値引に

備えるため、過去の値引実績に基づ

く将来発生見込額を計上しておりま

す。 

  

 



項目 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

  （ニ）アフターコスト引当金 

当社は、コーティング施工及びリ

フォーム工事等の無償保証費用等の

アフターコストの支出に備えるた

め、過去の実績に基づく将来発生見

込額を計上しております。 

（ホ）退職給付引当金 

連結子会社１社は、従業員の退職

給付に備えるため、当中間連結会計

期間末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。  

 （ヘ）受注工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるため、手

持ち受注工事のうち当中間連結会計

期間末において損失が確実視され、

かつ、その金額を合理的に見積るこ

とができる工事について、損失見込

額を計上しております。 

  

  

  

  

(4) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有者が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンスリース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

(5) その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

        消費税等の会計処理 

     税抜処理を採用しております。  

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

  

  

  

  手許現金、随時引出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価格の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ケ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 



追加情報 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を

適用しております。 

 これにより、税金等調整前中間純損失は、5,830千円増加してお

ります。 

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は、757,732千円でありま

す。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間

における貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。 

  

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

  当中間連結会計期間より、「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実務対応報告

第19号）を適用しております。 

 これにより損益に与える影響はありません。 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年８月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、98,537千円であります。 

※２ 関係会社項目 

   関係会社株式         14,548千円 

  

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。 

     

 販売委託手数料 157,327千円 

 貸倒引当金繰入額 8,010千円 

 給与手当 346,237千円 

 賞与引当金繰入額 9,778千円 

 退職給付費用 5,828千円 

※２ 売上高から次の金額が控除されております。 

 売上値引引当金繰入額 1,163千円 

   

※３ 固定資産売却益の内訳は、以下のとおりであります。 

  

 建物 588千円 

 計 588千円 

※４ 固定資産除却損の内訳は、以下のとおりであります。 

  

 建物 302千円 

 車輌運搬具 116千円 

 計 419千円 

※５ 減損損失 

当中間連結会計期間で以下の減損損失を計上しております。 

  

 資産のグルーピングについては、主に内部管理上の区分に

基づいています。 

 ハウスケア事業及びライフアップ事業の収益性が悪化した

ため、当該事業資産を回収可能価額まで減額し、減損損失

(6,944千円)として特別損失に計上しております。 

 内訳は、工具器具備品376千円、電話加入権99千円、リー

ス資産6,468千円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により算定しておりま

す。 

  

用途 場所 種類 金額 

事業

用資

産 

東京都新宿区 

工具器具備

品、電話加入

権及びリース

資産 

179千円

北海道札幌市中央区 193千円

宮城県仙台市宮城野区 51千円

大阪府大阪市淀川区 4,017千円

広島県広島市南区 1,238千円

福岡県福岡市博多区 1,263千円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日） 

 １ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  （注）普通株式の発行済株式総数の増加185株は、新株予約権の行使によるものであります。 

  

 ２ 新株予約権に関する事項 

  （注）１．第一回新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

     ２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
当連結会計年度期首 

株式数（株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末 

株式数（株） 

発行済株式         

 普通株式（注） 7,920 185 － 8,105 

区分 
新株予約権 

の内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結会計

期間末残高  

（千円）  
当連結会計年度

期首  

当中間連結会計

期間増加  

当中間連結会計

期間減少  

当中間連結会計

期間末  

提出 

会社 

第一回新株予約権

（注）1． 
普通株式  1,300 － 185 1,115 7,805 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  

  

現金及び預金 484,731千円 

現金及び現金同等物 484,731千円 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成18年８月31日） 

  １．その他有価証券で時価のあるもの 

  

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額  
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

車輌運搬
具 

18,880 3,823 6,468 8,587

合計 18,880 3,823 6,468 8,587

(2)未経過リース料中間期末残高相当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高 

１年内      3,895千円

１年超 10,138千円

合計     14,033千円

リース資産減損勘定 

中間期末残高  
5,354千円

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料   1,734千円

リース資産減損勘定

の取崩額  

1,114千円

減価償却費相当額   1,545千円

支払利息相当額   239千円

減損損失  6,468千円

(4)減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって

おります。 

(5)利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法については利息法によっておりま

す。  

 ２．オペレーティングリース取引 

１年内      1,092千円

１年超      －千円

合計      1,092千円

 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）  

株式 2,575 2,293 △281 

合計 2,575 2,293 △281 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

非上場株式  30,500 

合計 30,500 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は、サービスの性質及び、市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

２．各区分に属する主要なサービス等 

  

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の内容は、連結財務諸表提出会社の総務・

経理等管理部門に係る費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

トータルハウス
ケアサービス 
事業 
（千円） 

不動産事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円）  

売上高           

(1）外部顧客に対する売上

高 
1,803,221 27,608 1,830,829 － 1,830,829 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － 

計 1,803,221 27,608 1,830,829 － 1,830,829 

営業費用 1,671,122 59,219 1,730,342 (278,402) 2,008,745 

営業利益（又は営業損失△） 132,098 △31,611 100,487 (278,402) △177,915 

トータルハウスケアサービス事業 

  

コーティング事業 

ハウスケア事業 

ライフアップ事業 

ＩＴ事業 

給水管洗浄事業 

総合ビルメンテナンス事業 

  

不動産事業 

  

総合不動産事業 

  



（１株当たり情報） 

  

（注）１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下 

  のとおりであります。 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

１株当たり純資産額 93,489円50銭

１株当たり中間純損失金額 23,422円93銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの中間純損失のため記載し

ておりません。 

  
当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日)

１株当たり中間純損失金額   

中間純損失額（千円） 185,673 

普通株主に帰属しない金額（千

円） 
－ 

普通株式に係る中間純損失 

（千円） 
185,673 

期中平均株式数（株） 7,927 

 希薄化効果を有していないた

め、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要  

  新株予約権１種類 

（新株予約権の数

1,115個） 



（重要な後発事象） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日） 

１．株式分割について 

  平成18年８月10日開催の取締役会の決議に基づき、次のと 

 おり株式分割による新株式を発行しております。 

１．平成18年９月１日をもって普通株式１株につき５株に分割

します。  

(1)分割により増加する株式数 

  普通株式    32,420株 

(2)分割方法 

  平成18年８月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿

に記載された株主の所有株主数を、１株につき５株の

割合をもって分割します。 

２．配当起算日 

平成18年９月１日 

当該株式分割が当期首に行われたと仮定した場合の当中間

連結会計期間における１株当たり情報は、以下のとおりと

なります。  

  

  
潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜

在株式は存在するものの中間純損失のため記載しておりま

せん。 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

   至 平成18年８月31日）  

１株当たり純資産額  

 18,697.89円

１株当たり中間純損失 

 △4,684.59円

２．新株予約権の発行について 

  平成18年８月22日開催の取締役会において、新株予約権の 

 発行が決議され、次のとおり新株予約権を発行いたしました。 

１．募集方法 

第三者割当 

２．発行する株式の種類及び数 

普通株式      300株 

３．発行価額 １個につき69,600円 

４．発行総額 ： 20,880,000円 

５．発行価額のうち資本へ組入れる額  

①新株予約権の行使により当社が株式を発行する場合にお

いて増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた

額とし、計算の結果１円の端数を生じる場合は、その端数

を切り上げた金額とする。 

②新株予約権の行使により当社が株式を発行する場合にお

いて増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増

加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた

額とする。 

６．申込期間 

平成18年９月11日から平成18年９月15日まで 

７．申込期日 ：平成18年９月15日 

８．行使期間 

平成18年９月19日から平成19年９月18日まで 

９．配当起算日 

 剰余金の配当（会社法第454条第５項に定められた金銭

の分配を含む。）については、当該配当を受領する権利を

有する株主を確定させるための基準日以前に本新株予約権

の行使により交付された当社普通株式を、当該基準日にお

いて発行済みの他の当社普通株式（当社が保有する当社普

通株式を除く。）と同様に取り扱うものとする。 

 



当中間連結会計期間 

（自 平成18年３月１日 

  至 平成18年８月31日） 

10．新株予約権の割当先及び割当数 

福岡 浩二            190個 

株式会社 アルデプロ       50個 

有限会社 夕焼け創造研究所    30個 

株式会社 ファインキューブ    10個 

当社グループ役職員        20個 

11．資金の使途 

運転資金他 

12．払込金額及び行使金額の調整 

当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により

１株当たり払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満

の端数は切り上げるものとする。 

  

 当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株

予約権が承継される場合、又は他社と株式交換を行い完全

親会社となる場合、又は新設分割もしくは吸収分割を行う

場合、払込金額を調整することができ、調整の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるものとする。 

 新株予約権発行後、当社が時価を下回る金額で普通株式

を新たに発行又は自己株式の処分（新株予約権の行使によ

り新株式を発行する場合を除く）を行う場合、次の算式に

より１株当たり払込金額を調整し、調整の結果生じる１円

未満を切り上げるものとする。なお、次の算式において、

「既発行株式数」には、自己株式として保有する当社普通

株式の数は含まないものとし、時価を下回る払込金額で新

株式を発行し又は自己株式を処分する場合には、「新発

行・処分株式数」に当該発行又は処分される株式数を含む

ものとする。 

  

13．行使条件 

 新株予約権の割当を受けた者が当社の取締役、監査役又

は従業員の場合は、権利行使時においても、当社の取締

役、監査役又は従業員の地位にあることを条件とする。た

だし、任期満了による退任、定年退職又は当社の取締役会

が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 

 新株予約権の払込日時点に当社の取締役、監査役又は従

業員でない本新株予約権者が権利を行使するときは、当社

の取締役会の承認を得るものとする。 

 各新株予約権の行使に当たっては、一部行使はできない

ものとする。  

 新株予約権者は、権利行使請求日の前営業日の当社株価

終値（当該日の終値がない場合は、その前営業日）が金

1,000,000円（以下「基準株価」という）以上であれば権

利行使をすることが出来るものとする。ただし、(12)の調

整が行われた場合には、基準株価も(12)に準じる調整を行

うものとする。 

 その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と本新株

予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めると

ころによる。 

14．譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

ものとする。 

  

    

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１  

分割または併合の比率 

              

 調整後行

使価額 

 

＝

 

調整前 

行使価額 
×

既発行 

株式数 
＋

新発行・処分株式数×

１株当たりの払込金額 

時価  

既発行株式数＋新発行・処分株式数 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   184,555   311,579 665,992   

２．売掛金   291,485   217,742 215,963   

３．たな卸資産   20,633   13,810 20,393   

４．その他   29,726   103,817 52,454   

貸倒引当金   △4,453   △8,041 △7,489   

流動資産合計     521,945 84.4 638,907 38.2   947,313 83.7

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 15,869   18,837 13,979   

２．無形固定資産   10,944   27,553 35,988   

３. 投資その他の資産           

(1）関係会社株式   －   898,436 65,300   

(2）敷金保証金   54,055   － 54,039   

 (3）その他   22,511   95,260 21,919   

貸倒引当金   △7,047   △8,027 △6,565   

投資その他の資産
合計 

  69,520   985,668 134,694   

固定資産合計     96,333 15.6 1,032,059 61.8   184,662 16.3

資産合計     618,279 100.0 1,670,967 100.0   1,131,976 100.0

            

 



    
前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金   91,651   83,473 64,925   

２．短期借入金   －   500,000 －   

３．未払金   133,584   162,137 141,593   

４．未払法人税等   3,581   8,510 13,150   

５．賞与引当金   16,900   9,879 14,300   

６. 売上値引引当金    1,476   3,700 3,571   

７. アフターコスト引
当金 

  4,086   5,200 28,500   

８. 工事補償損失引当
金 

  －   － 4,200   

９. その他 ※２ 17,320   33,865 21,821   

流動負債合計     268,601 43.4 806,766 48.3   292,062 25.8

 Ⅱ 固定負債     － － 3,126 0.2   － －

負債合計     268,601 43.4 809,892 48.5   292,062 25.8

（資本の部）           

Ⅰ 資本金     185,325 30.0 － －   555,075 49.0

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金   164,125   － 533,875   

資本剰余金合計     164,125 26.5 － －   533,875 47.2

Ⅲ 利益剰余金           

１．任意積立金   110,000   － 110,000   

２．中間（当期）未処
理損失（△） 

  △109,771   － △359,036   

利益剰余金合計     228 0.1 － －   △249,036 △22.0

資本合計     349,678 56.6 － －   839,913 74.2

負債・資本合計     618,279 100.0 － －   1,131,976 100.0

 （純資産の部）           

 Ⅰ 株主資本           

 １．資本金     － － 606,902 36.3   － －

 ２．資本剰余金     － － 585,702 35.0   － －

 ３．利益剰余金           

 （1）その他の剰余金           

    別途積立金   －   110,000 －   

    繰越利益剰余金   －   △449,336 －   

   利益剰余金合計     － － △339,336 △20.3   － －

  株主資本合計     － － 853,269 51.0   － －

 Ⅱ 新株予約権     － － 7,805 0.5   － －

   純資産合計     － － 861,074 51.5   － －

 負債純資産合計     － － 1,670,967 100.0   － －

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※1   1,549,666 100.0 1,368,541 100.0   2,778,675 100.0

Ⅱ 売上原価     829,090 53.5 643,683 47.0   1,478,561 53.2

売上総利益     720,575 46.5 724,858 53.0   1,300,113 46.8

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    837,339 54.0 811,602 59.3   1,614,671 58.1

営業損失(△)     △116,763 △7.5 △86,744 △6.3   △314,557 △11.3

Ⅳ 営業外収益 ※2   1,890 0.1 2,326 0.2   2,911 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※3   33,991 2.2 4,620 0.4   76,343 2.8

経常損失(△)     △148,865 △9.6 △89,038 △6.5   △387,989 △14.0

 Ⅵ 特別利益 ※4   － － 11,637 0.8   － －

Ⅶ 特別損失 ※5・6   6,769 0.4 6,957 0.5   6,769 0.2

税引前中間（当
期）純損失(△) 

    △155,634 △10.0 △84,359 △6.2   △394,758 △14.2

法人税、住民税及
び事業税 

  1,731   5,940 11,871   

過年度法人税等   △4,587   － △4,587   

法人税等調整額   29,545 26,688 1.8 － 5,940 0.4 29,545 36,829 1.3

中間（当期）純損
失(△) 

    △182,323 △11.8 △90,300 △6.6   △431,587 △15.5

前期繰越利益     72,551 －   72,551 

中間（当期）未処
理損失(△) 

    △109,771 －   △359,036 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

 

  

    当中間会計期間（自平成18年３月１日 至平成18年８月31日）  

  株主資本  

  資本金  

資本剰余金  利益剰余金  

株主資本  

合計  資本準備金  
資本剰余金 

合計  

その他利益剰余金  
利益剰余金 

合計  別途積立金  
繰越利益剰余

金  

平成18年2月28日残高 

（千円） 
555,075 533,875 533,875 110,000 △359,036 △249,036 839,913 

中間会計期間中の変動額        

新株予約権の行使 51,827 51,827 51,827    103,655 

中間純損失     △90,300 △90,300 △90,300 

中間会計期間中の変動額合

計（千円） 
51,827 51,827 51,827 ― △90,300 △90,300 13,355 

平成18年８月31日残高 

（千円） 
606,902 585,702 585,702 110,000 △449,336 △339,336 853,269 

   

  

  

  

  

新株予約権 純資産合計 

平成18年2月28日残高 

（千円） 
9,100 849,013 

中間会計期間中の変動額    

新株予約権の行使 △1,295 102,360 

中間純損失  △90,300 

中間会計期間中の変動額合

計（千円） 
△1,295 12,060 

平成18年８月31日残高 

（千円） 
7,805 861,074 



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間については、中間連結財務諸表に記載しております。  

  
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日) 
 至 平成17年８月31日） 

前事業年度の要約キャッシュ・フ
ロー計算書 

（自 平成17年３月１日） 
 至 平成18年２月28日） 

区分 注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

税引前中間（当期）純損失（△）   △155,634 △394,758 

減価償却費   5,140 13,732 

貸倒引当金の増加額・減少額（△）   △559 1,994 

賞与引当金の増加額・減少額（△）   380 △2,220 

売上値引引当金の増加額・減少額（△）   1,476 3,571 

アフターコスト引当金の増加額・減少額（△）   4,086 28,500 

有形固定資産売却損   139 139 

有形固定資産除却損   6,450 6,629 

無形固定資産除却損   179 － 

新株発行費   8,911 50,739 

受取利息    △1 △2 

支払利息    109 633 

売上債権の増加額（△）・減少額   72,295 148,300 

たな卸資産の増加額（△）・減少額   16 255 

前払費用の増加額（△）・減少額   △6,511 △10,130 

仕入債務の増加額・減少額（△）   5,264 △21,462 

未払消費税等の増加額・減少額（△）   △31,366 △31,692 

未払金の増加額・減少額（△）   △31,387 △23,377 

その他   4,239 △11,934 

 小計   △116,770 △241,080 

利息の受取額   1 2 

利息の支払額   △109 △633 

法人税等の支払額   △88,412 △91,993 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △205,291 △333,705 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

有形固定資産の取得による支出   △174 △1,003 

有形固定資産の売却による収入   50 50 

無形固定資産の取得による支出   △2,286 △32,286 

投資有価証券の取得による支出   △12,500 △12,500 

関係会社株式取得による支出   － △65,300 

敷金保証金の差入による支出   △1,389 △1,816 

敷金保証金の返還による収入   223 666 

長期前払費用の増加額（△）・減少額   △550 △540 

その他   △391 △1,209 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △17,017 △113,938 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

短期借入れによる収入   100,000 550,000 

短期借入金の返済による支出   △100,000 △550,000 

株式の発行による収入   211,888 909,560 

配当金の支払額   △20,979 △20,979 

その他   － 9,100 

財務活動によるキャッシュ・フロー   190,909 897,681 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額・減少額（△）   △31,399 450,037 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   215,954 215,954 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  ※１ 184,555 665,992 

        



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

当社は、前中間会計期間116,763千円、前事業年度314,557千

円、当中間会計期間86,744千円の営業損失を継続して計上してお

ります。また前中間会計期間205,291千円、前事業年度333,705千

円、当中間会計期間38,406千円とマイナスの営業キャッシュ・フ

ローが継続しております。このような状況は、継続企業の前提に

関する重要な疑義と認識しております。 

 当中間会計期間に入り、コーティング事業におきましては、法

人ルート（提携関係にある、マンションデベロッパーやマンショ

ン管理会社等のマンション入居者に営業する方法）の強化に重点

の置かれた全社的な取り組みがなされ、コーティング売上高に占

める法人ルートの売上比率は高まりました。しかし前事業年度か

ら引き続き、事実無根のマスコミ報道や謂われ無き営業妨害的行

為による社会的信用の失墜の影響を完全に払拭できず、結果的に

新規顧客獲得数が伸びなかったことと５月以降新築マンションの

販売戸数が減少していることなどから、抜本的な収益の改善が達

成できず、多額の営業損失とマイナスの営業キャッシュ・フロー

を計上せざるを得ない状況となりました。 

 このような状況の中で、収益性と営業キャッシュ・フローの改

善に向け、以下のような収益構造の構築を図る計画でおります。 

 まず当社の根幹ビジネスであるコーティング事業においては、

回復基調にある新築マンションの販売戸数の増加の中で、提携す

る法人との関係強化と新規法人開拓を全社あげて取り組み、また

提供するサービスについては液剤・施工の品質向上による差別化

を図ってまいります。事実無根のマスコミ報道や謂われ無き営業

妨害的行為により失墜した社会的信用の回復に向けた対応も従来

以上に取り組んでまいります。 

 また、トータルライフケアサービス（生活総合支援企業）の提

供へ向け、新会社の設立及び子会社化に伴う新分野の開拓を実施

しております。このことにより提供サービスの多様化による新規

顧客の拡大と収益基盤の確立を図ってまいります。 

 さらに、立ち上げが遅れているIT事業についても、順次事業化

が現実化してきております。かかる新規事業の進展は、当社にと

ってコーティング事業はじめ事業シナジーが期待でき、収益性の

向上に寄与するものと考えております。 

 また当期に締結した、株式会社アルデプロプロパティマネジメ

ントと業務提携により、ハウスケア事業の発展的な再構築も考え

ております。 

 以上の事業計画の実行が継続企業の前提となっております。 

 中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映しておりません。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．資産の評価基準及び評価方

法 

  

(1)有価証券 

  その他有価証券 

   時価のないもの 

移動平均法による原価

法を採用しておりま

す。 

  

(1)有価証券 

  子会社株式 

   移動平均法による原 

   価法を採用しており  

   ます。 

  その他有価証券 

    時価のないもの   

    移動平均法による原 

    価法を採用しており 

       ます。 

  

(1)有価証券 

同左 

  

  

  

(2)たな卸資産 

   商品 

   先入先出法による原 

  価法 

(2)たな卸資産 

   商品 

同左 

(2)たな卸資産 

   商品 

 同左 

  

  

   原材料 

   先入先出法による原価法 

   原材料 

同左 

   原材料 

 同左 

  

  

   仕掛品 

   個別法による原価法 

     仕掛品 

同左 

     仕掛品 

 同左 

  

  

   貯蔵品 

   最終仕入原価法 

     貯蔵品 

同左 

     貯蔵品 

 同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

  

(1）有形固定資産 

定率法 

 なお、耐用年数及び残存価

額については法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については定

額法。 

 なお、取得価額10万円以上

20万円未満の少額減価償却資

産については、３年間均等償

却によっております。 

(1）有形固定資産 

同左 

  

  

  

(1）有形固定資産 

 同左 

  

  

  

  

(2）無形固定資産 

定額法 

 なお、耐用年数については

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

による定額法によっておりま

す。 

(2）無形固定資産 

定額法  

 なお、耐用年数については

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

による定額法によっておりま

す。 

 また、ライセンスについて

は、契約期間（２年）による

定額法によっております。 

  

  

(2）無形固定資産 

  同左   

  

  

  

  

(3）長期前払費用 

定額法 

 なお、償却期間については

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。 

(3）長期前払費用 

同左 

  

(3）長期前払費用 

 同左 

  

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

３．引当金の計上基準 

  

(1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

 同左 

  

  

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額のうち当中

間会計期間の負担すべき額を

計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備える

ため、支給見込額のうち当期

の負担すべき額を計上してお

ります。 

  

  

(3）売上値引引当金 

 将来発生する売上値引に備

えるため、過去の値引実績に

基づく将来発生見込額を計上

しております。 

（追加情報） 

 売上値引については、従来

値引時に売上から控除して処

理おりましたが、当中間会計

期間より過去の実績に基づく

将来の売上値引の発生見込額

を売上値引引当金として計上

する方法に変更しておりま

す。 

 この変更は、金額的重要性

が増してきたことから、適正

な期間損益計算及び財務の健

全化を図るために行ったもの

であります。 

 この結果、将来の方法によ

った場合に比べ売上総利益

が、1,476千円の減少とな

り、営業損失、経常損失及び

税引前中間純損失が、1,476

千円増加しております。 

(3）売上値引引当金 

 将来発生する売上値引に備

えるため、過去の値引実績に

基づく将来発生見込額を計上

しております。  

(3）売上値引引当金 

 将来発生する売上値引に備

えるため、過去の値引実績に

基づく将来発生見込額を計上

しております。  

 （追加情報） 

 売上値引については、従来

値引時に売上から控除して処

理おりましたが、当事業年度

より過去の実績に基づく将来

の売上値引の発生見込額を売

上値引引当金として計上する

方法に変更しております。 

 この変更は、金額的重要性

が増してきたことから、適正

な期間損益計算及び財務の健

全化を図るために行ったもの

であります。 

 この結果、将来の方法によ

った場合に比べ売上総利益

が、3,571千円の減少とな

り、営業損失、経常損失及び

税引前当期純損失が、3,571

千円増加しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  

  

(4) アフターコスト引当金 

 コーティング施工及びリフ

ォーム工事等の無償補償費用

等のアフターコストの支出に

備えるため、過去の実績に基

づく将来発生見込額を計上し

ております。 

（追加情報） 

 アフターコストについて

は、従来支出時に費用処理し

ておりましたが、当中間会計

期間より過去の実績に基づく

将来のアフターコストの発生

見込額をアフターコスト引当

金として計上する方法に変更

しております。 

 この変更は、コーティング

事業及びリフォーム事業の拡

大に伴い補修費用等のアフタ

ーコストの重要性が増してき

たこと、及び事業開始後５年

が経過し、将来のアフターコ

ストの発生を合理的に見積る

ための実績率の算定が可能と

なったことから、適正な期間

損益計算及び財務の健全化を

図るために行ったものであり

ます。 

 この結果、従来の方法によ

った場合に比べ営業損失、経

常損失及び税引前中間純損失

が、4,086千円増加しており

ます。 

(4) アフターコスト引当金 

 コーティング施工及びリフ

ォーム工事等の無償補償費用

等のアフターコストの支出に

備えるため、過去の実績に基

づく将来発生見込額を計上し

ております。 

(4)アフターコスト引当金 

  コーティング施工及びリフ

ォーム工事等の無償補償費用

等のアフターコストの支出に

備えるため、過去の実績に基

づく将来発生見込額を計上し

ております。 

 （追加情報） 

 アフターコストについて

は、従来支出時に費用処理し

ておりましたが、当事業年度

より過去の実績に基づく将来

のアフターコストの発生見込

額をアフターコスト引当金と

して計上する方法に変更して

おります。 

 この変更は、コーティング

事業及びリフォーム事業の拡

大に伴い補修費用等のアフタ

ーコストの重要性が増してき

たこと、及び事業開始後５年

が経過し、将来のアフターコ

ストの発生を合理的に見積る

ための実績率の算定が可能と

なったことから、適正な期間

損益計算及び財務の健全化を

図るために行ったものであり

ます。 

 この結果、従来の方法によ

った場合に比べ営業損失、経

常損失及び税引前当期純損失

が、28,500千円増加しており

ます。 

  

  

 (5)  ────────  (5) 受注工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるた

め、手持ち受注工事のうち中

間期末において損失が確実視

され、かつ、その金額を合理

的に見積ることができる工事

について、損失見込額を計上

しております。 

 (5) 受注工事損失引当金 

受注工事の損失に備えるた

め、手持ち受注工事のうち期

末において損失が確実視さ

れ、かつ、その金額を合理的

に見積ることができる工事に

ついて、損失見込額を計上し

ております。 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

 同左  同左 

６．中間キャッシュ・フロー計

算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

─────  手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

７．その他中間財務諸表（財務

諸表）作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜処理を採用しております。 

 同左 

  

 同左 

  



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

  

 ────── 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日）及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用して

おります。これにより、税引前中間純損失は5,830千円増加しており

ます。 

  

  

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は853,269千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における

中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しています。 

  

  

  

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）  

 当中間会計期間より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第19号 平成18年８月11

日）を適用しております。 

 これにより、前中間会計期間まで新株の発行に係る費用は「新株発

行費」として表示しておりましたが、当中間会計期間より「株式交付

費」として表示しております。 

前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

  

 ────── 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において区分掲記しておりました、投資その他の資

産の「敷金保証金」（当中間会計期間55,421千円）は、当中間会計期

間においては、資産の総額の100分の５未満であるため、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示しております。 



追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日） 

 「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成17年２月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当中間会計期間から「法人事業税

における外形標準課税部分の損益計算上の表

示についての実務上の取扱い」（平成16年２

月13日企業会計基準委員会実務対応報告第12

号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資

本割については、販売費及び一般管理費に計

上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が1,850

千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前

中間純損失がそれぞれ同額増加しておりま

す。 

  

──────  「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31日に公

布され、平成17年２月１日以降に開始する事

業年度より外形標準課税制度が導入されたこ

とに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16年２月13

日企業会計基準委員会実務対応報告第12号）

に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が2,931

千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前

中間純損失がそれぞれ同額増加しておりま

す。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年８月31日） 

当中間会計期間末 
（平成18年８月31日） 

前事業年度末 
（平成18年２月28日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

   14,422千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         15,304千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

      13,071千円 

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めております。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２ 消費税等の取扱い 

────── 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

※１ 売上高から次の金額が控除されており 

   ます。 

   売上値引引当金繰入額  1,476千円 

※１ 売上高から次の金額が控除されており 

   ます。 

   売上値引引当金繰入額   1,163千円 

※１ 売上高から次の金額が控除されており 

   ます。  

    売上値引引当金繰入額   3,571千円 

 ※２ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息          1千円 

    受取手数料        304千円 

    受取保険料        336千円 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息          29千円 

    受取手数料       1,021千円 

       受取保険料        109千円  

       還付金           303千円 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

    受取利息           2千円 

      受取手数料         658千円 

       受取保険料       1,056千円  

     上場祝い金         910千円 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息         109千円  

    新株発行費       8,911千円 

    上場関連費用      24,970千円 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息        1,642千円  

    株式交付費       2,978千円  

  

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

    支払利息         633千円  

    新株発行費       50,739千円  

    上場関連費用      24,970千円  

 ※４  

        ──────  

  

 ※４ 特別利益のうち主要なもの 

      アフターコスト引当金戻入益 

                             11,637千円 

 ※４  

         ──────  

  

 ※５ 特別損失のうち主要なもの  

    固定資産売却損      139千円   

    固定資産除却損     6,629千円   

 ※５ 特別損失のうち主要なもの  

    固定資産売却損         13千円  

    減損損失        6,944千円 

 ※５ 特別損失のうち主要なもの  

    固定資産売却損      139千円  

    固定資産除却損     6,629千円  

 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

   当中間会計期間（自 平成18年３月１日  至 平成18年８月31日） 

   該当事項はありません。 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

 ※６  

        ──────  

 ※６ 減損損失 

 当中間会計期間で以下の減損損失を計上して

おります。 

 資産のグルーピングについては、主に内部

管理上の区分に基づいています。 

 ハウスケア事業及びライフアップ事業の収

益性が悪化したため、当該事業資産を回収可

能価額まで減額し、減損損失(6,944千円)とし

て特別損失に計上しています。 

 内訳は、工具器具備品376千円、電話加入権

99千円、リース資産6,468千円であります。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により

算定しております。 

用途 場所 種類 金額 

事業用

資産 

東京都新宿区

工具器具備

品、電話加

入権及びリ

ース資産 

179千円

北海道札幌市

中央区 
193千円

宮城県仙台市

宮城野区 
51千円

大阪府大阪市

淀川区 
4,017千円

広島県広島市

南区 
1,238千円

福岡県福岡市

博多区 
1,263千円

 ※６  

        ──────  

７ 減価償却実施額 

    有形固定資産       3,098千円  

    無形固定資産       1,268千円  

７ 減価償却実施額 

    有形固定資産       1,996千円 

    無形固定資産       8,749千円   

７ 減価償却実施額 

    有形固定資産       5,817千円  

    無形固定資産       6,223千円  

 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間については、中間連結財務諸表に記

載しております。 
 

前中間会計期間 

（自 平成17年３月１日 

  至 平成17年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年３月１日 

  至 平成18年２月28日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高（184,555

千円）と中間貸借対照表の現金及び預金勘定の

金額は一致しております。 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の期末残高（665,992千

円）と貸借対照表の現金及び預金勘定の金額は

一致しております。 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転する 

 と認められるもの以外のファイナンス・リ 

 ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると 

  認められるもの以外のファイナンス・リー 

  ス取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転する 

 と認められるもの以外のファイナンス・リ 

 ース取引 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却 

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

  

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却 

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却 

累計額相当額及び期末残高相当額 

  

  

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

車輌運搬
具 

10,258 3,929 6,329 

合計 10,258 3,929 6,329 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

減損損
失累計
額相当
額  
(千円) 

中間期
末残高
相当額 
（千円）

車輌運
搬具 

18,880 3,823 6,468 8,587

合計 18,880 3,823 6,468 8,587

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円） 

期末残
高相当
額 
（千円）

車輌運搬
具 
  

9,594 143 9,450

合計 9,594 143 9,450

(2)未経過リース料中間期末残高相当額 

  

(2)未経過リース料中間期末残高相当額及び

リース資産減損勘定中間期末残高 

(2)未経過リース料期末残高相当額 

１年内 6,353千円

１年超 －千円

合計 6,353千円

１年内      3,895千円

１年超 10,138千円

合計     14,033千円

リース資産減損

勘定中間期末残

高  

5,354千円

１年内     1,603千円

１年超      7,862千円

合計      9,465千円

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支 

払利息相当額 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失  

(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支 

払利息相当額 

支払リース料 1,004千円

減価償却費相当額 943千円

支払利息相当額 55千円

支払リース料   1,734千円

リース資産減損勘定

の取崩額  

1,114千円

減価償却費相当額   1,545千円

支払利息相当額   239千円

減損損失  6,468千円

支払リース料      190千円

減価償却費相当額      143千円

支払利息相当額    61千円

(4)減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

        同左 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については利息法によって

おります。 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

(5)利息相当額の算定方法 

同左 

 ２．オペレーティングリース取引 

  

１年内 1,092千円

１年超 1,092千円

合計 2,184千円

 ２．オペレーティングリース取引 

  

１年内      1,092千円

１年超      －千円

合計      1,092千円

 ２．オペレーティングリース取引 

   

１年内      1,092千円

１年超      546千円

合計      1,638千円



（有価証券関係） 

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間の有価証券の注記(子会社株式及び関

連会社株式で時価のあるものは除く）については中間連結財務諸表の注記事項として記載しております。 

  

   前中間会計期間末（平成17年８月31日） 

  

  時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

当中間会計期間末（平成18年８月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度末（平成18年２月28日） 

  時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（デリバティブ取引関係） 

 当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間会計期間については、中間連結財務諸表の注

記事項として記載しております。  

  

 前中間会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日）及び前事業年度（自 平成17年３月１日 至

平成18年２月28日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

（持分法損益等） 

当中間会計期間は中間連結財務諸表を作成しているため記載しておりません。 

  

 前中間会計期間（自 平成17年３月１日 至 平成17年８月31日）及び前事業年度（自 平成17年３月１日 至

平成18年２月28日） 

 該当事項はありません。 

 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

非上場株式 12,500 

 貸借対照表計上額(千円) 

  (1)子会社株式 65,300 

  (2)その他有価証券  

   非上場株式 12,500 



（１株当たり情報） 

  

  （注） １株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

１株当たり純資産額 54,046円15銭

１株当たり中間純損失金額 28,857円74銭

１株当たり純資産額 105,276円91銭

１株当たり中間純損失金額 11,391円46銭

１株当たり純資産額 106,049円74銭

１株当たり当期純損失金額 64,959円04銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純損

失金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の中間純損失のため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式は存在するもの

の当期純損失のため記載しておりません。 

  

前中間会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

中間（当期）純損失（△）（千円） △182,323 △90,300 △431,587 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失（△）（千

円） 
△182,323 △90,300 △431,587 

期中平均株式数（株） 6,318 7,927 6,644 

希薄化効果を有していないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（当期）純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要  

――――― 

  新株予約権１種類 

  （新株予約権の数  

         1,115個） 

   新株予約権１種類 

   (新株予約権の数  

       1,300個）  



（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

――――――― １．株式分割について 

  平成18年８月10日開催の取締役会

の決議に基づき、次のとおり株式分割

による新株式を発行しております。 

１．平成18年９月１日をもって普通株

式１株につき５株に分割します。  

(1)分割により増加する株式数 

  普通株式    32,420株 

(2)分割方法 

 平成18年８月31日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載さ

れた株主の所有株主数を、１株

につき５株の割合をもって分割

します。 

 ２．配当起算日 

   平成18年９月１日 

当該株式分割が当期首に行われ

たと仮定した場合の当中間会計

期間における１株当たり情報

は、以下のとおりとなります。 

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの

中間（当期）純損失のため記載

しておりません。  

  
２．新株予約権の発行について 

  平成18年８月22日開催の取締役会

において、新株予約権の発行が決議さ

れ、次のとおり新株予約権を発行いた

しました。 

１．募集方法 

  第三者割当 

２．発行する株式の種類及び数 

  普通株式     300株 

３．発行価額１個につき69,600円 

４．発行総額 ： 20,880,000円 

５．発行価額のうち資本へ組入れる額 

①新株予約権の行使により当社が株

式を発行する場合において増加する

資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項の規定に従い算出される資本

金等増加限度額に0.5を乗じた額と

し、計算の結果１円の端数を生じる

場合は、その端数を切り上げた金額

とする。 

前中間会計 

期間 

当中間会計 

期間 

前事業 

年度 

(自 平成17年３

月１日 

至 平成17年８

月31日) 

(自 平成18年３

月１日 

至 平成18年８

月31日) 

(自 平成17年３

月１日 

至 平成18年２

月28日)  

１株当たり 

純資産額  

１株当たり 

純資産額  

１株当たり 

純資産額  

10,809.23円 21,055.38円 21,209.95円 

１株当たり 

中間純損失 

１株当たり 

中間純損失 

１株当たり 

純損失 

 5,771.55円 2,278.29円 12,991.81円 

１．子会社「株式会社オアシスソリューショ

ン」設立 

 当社は、平成18年１月24日開催の取締役

会において、オゾンアクア殺菌洗浄工法を

開発した株式会社アクアと共同出資によ

り、集合住宅向けの給水管等のオゾン殺菌

洗浄サービスを目的として子会社設立を決

議し、平成18年３月１日に設立いたしまし

た。会社の概要は以下のとおりでありま

す。 

  商号  株式会社オアシスソリューション 

  本店  東京都新宿区西新宿二丁目１番１

      号 新宿三井ビル36F 

  事業目的  給排水設備工事等 

  代表者 関谷有三 

  資本金 30,000千円（51％出資） 

  
 ２．子会社「株式会社エルトレード」設立 

 当社は、平成18年２月７日開催の取締役

会において、住宅市場における不動産の売

買、交換、賃貸及びその代理並びに媒介及

び管理等を目的として子会社設立を決議

し、平成18年３月１日に設立いたしまし

た。会社の概要は以下のとおりでありま

す。 

  商号  株式会社エルトレード 

  本店  東京都新宿区新宿七丁目22番36号 

      三井花桐ビル４F 

  事業目的 不動産の売買、交換、賃貸及び 

      その代理並びに媒介及び管理、損 

           害保険の代理業、現地販売案内の 

           請負 

  代表者 小野広基 

  資本金 50,000千円（100％出資） 

  

 ３．株式取得による会社の買収 

  当社は、平成18年３月28日開催の取締役

会において、東峰実業株式会社の全株式を

取得し、子会社化することを決議し、平成

18年３月31日をもって株式取得を完了いた

しました。 

 （1）株式取得の理由 

  東峰実業株式会社は、ビルメンテナンス

分野において150社を超える法人顧客を擁

しており、当社における法人事業を一層拡

大させるとともに、東峰実業株式会社のノ

ウハウを生かし、既存事業の強化を図るこ

とを目的とするものであります。 

 （2）買収子会社の概要 

 商号  東峰実業株式会社 

  本店  東京都台東区浅草橋一丁目12番４ 

      号 東履東峰会館 

  事業目的 清掃管理、設備管理、保安管 

      理、営繕工事、人材派遣サービス 

      管理、環境衛生管理等の総合ビル 

      メンテナンス業 

  
 設立年月日 昭和40年７月28日 

  代表者  青木義鷹 

  資本金  30,000千円 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  ②新株予約権の行使により当社が株式

を発行する場合において増加する資

本準備金の額は、上記①記載の資本

金等増加限度額から上記①に定める

増加する資本金の額を減じた額とす

る。 

６．申込期間 

平成18年９月11日から平成18年９

月15日まで 

７．申込期日：平成18年９月15日 

８．行使期間 

平成18年９月19日から平成19年９

月18日まで 

９．配当起算日 

剰余金の配当（会社法第454条第５

項に定められた金銭の分配を含

む。）については、当該配当を受

領する権利を有する株主を確定さ

せるための基準日以前に本新株予

約権の行使により交付された当社

普通株式を、当該基準日において

発行済みの他の当社普通株式（当

社が保有する当社普通株式を除

く。）と同様に取り扱うものとす

る。 

10．新株予約権の割当先及び割当数 

福岡 浩二      190個 

株式会社 アルデプロ 50個 

有限会社 夕焼け創造研究所 

           30個 

株式会社 ファインキューブ 

           10個 

当社グループ役職員  20個 

11．資金の使途 

   運転資金他 

12．払込金額及び行使金額の調整 

  当社が株式分割又は株式併合を

行う場合、次の算式により１株当

たり払込金額を調整し、調整の結

果生じる１円未満の端数は切り上

げるものとする。 

 当社が他社と吸収合併もしくは

新設合併を行い本件新株予約権が

承継される場合、又は他社と株式

交換を行い完全親会社となる場

合、又は新設分割もしくは吸収分

割を行う場合、払込金額を調整す

ることができ、調整の結果生じる

１円未満の端数は切り上げるもの

とする。 

         

調整後払込

金額 
 ＝
調整前払込

金額 
×

１  

分割または併合の

比率 

  発行済株式総数 60,000株 

  総資産  611,205千円 

  決算期  12月 

  従業員数 70名 

  

 （3）取得する株式の数、取得価額及び取得後

   の出資比率 

  取得株式数 60,000株 

  取得価額  320,000千円 

  取得後出資比率 100％ 

  

 （4）支払資金の調達方法 

  全額自己資金 

 



前中間会計期間 
（自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日） 

当中間会計期間
（自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日） 

  新株予約権発行後、当社が時価

を下回る金額で普通株式を新たに

発行又は自己株式の処分（新株予

約権の行使により新株式を発行す

る場合を除く）を行う場合、次の

算式により１株当たり払込金額を

調整し、調整の結果生じる１円未

満を切り上げるものとする。な

お、次の算式において、「既発行

株式数」には、自己株式として保

有する当社普通株式の数は含まな

いものとし、時価を下回る払込金

額で新株式を発行し又は自己株式

を処分する場合には、「新発行・

処分株式数」に当該発行又は処分

される株式数を含むものとする。 

  

13．行使条件 

 新株予約権の割当を受けた者が

当社の取締役、監査役又は従業員

の場合は、権利行使時において

も、当社の取締役、監査役又は従

業員の地位にあることを条件とす

る。ただし、任期満了による退

任、定年退職又は当社の取締役会

が正当な理由があると認めた場合

はこの限りではない。 

 新株予約権の払込日時点に当社

の取締役、監査役又は従業員でな

い本新株予約権者が権利を行使す

るときは、当社の取締役会の承認

を得るものとする。 

 各新株予約権の行使に当たって

は、一部行使はできないものとす

る。  

 新株予約権者は、権利行使請求

日の前営業日の当社株価終値（当

該日の終値がない場合は、その前

営業日）が金1,000,000円（以下

「基準株価」という）以上であれ

ば権利行使をすることが出来るも

のとする。ただし、(12)の調整が

行われた場合には、基準株価も

(12)に準じる調整を行うものとす

る。 

 その他の条件は、取締役会決議

に基づき、当社と本新株予約権者

との間で締結する新株予約権割当

契約に定めるところによる。 

 14.譲渡制限 

 新株予約権の譲渡については、

取締役会の承認を要するものとす

る。 

  

            

 調整

後行

使価

額 

 

＝

 

調整

前 

行使

価額 

×

既発

行

株式

数 

＋

新発行・処分株式数×

１株当たりの払込金

額  

時価  

既発行株式数＋新発行・処分

株式数  

 



(2）【その他】 

該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

    事業年度（第６期）（自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日）平成18年５月29日に関東財務局長に提出。

(2）有価証券届出書及びその添付書類 

   平成18年８月22日に関東財務局長に提出。 

(3) 有価証券届出書の訂正届出書 

   平成18年８月29日、平成18年９月１日に関東財務局長に提出。 

 平成18年８月22日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社アライヴコミュニティの平成18年３月１日から平成19年2月28日までの連結会計年

度の中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）に係る中間連結財務諸表、すな

わち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッ

シュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。  

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査

は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査

法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。  

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財

務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アライヴコミュニティ及び連結子会社の平成18年８月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日ま

で）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は重要な営業損失及びマイナスの営業

  キャッシュ・フローを計上している。連結子会社は株式会社アライヴコミュニティに対して財務面

  において依存度の高い状況にあるほか、中間連結財務諸表に対する株式会社アライヴコミュニティ

  の中間財務諸表の影響度が高い状況にあること、株式会社アライヴコミュニティの中間財務諸表に

  継続企業の前提に関する重要な疑義が存在していることから、中間連結財務諸表についても、継続

  企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載さ

  れている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影

  響を中間連結財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象に記載されているとおり、以下の事項が存在する。 

  (1)株式会社アライヴコミュニティは平成18年９月１日をもって普通株式１株につき５株に株式分 

    割した。 

  (2)株式会社アライブコミュニティは新株予約権の発行を実施した。 

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

 ない。  

                                         以 上  

独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年11月17日

株式会社アライヴ コミュニティ  

 取締役会 御中    

 三優監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 杉田  純   印 

 業務執行社員  公認会計士 藤野 勝之  印 

  （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 

 が中間連結財務諸表を添付する形で別途保管しております。 



 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社アライヴコミュニティの平成17年３月１日から平成18年２月28日までの第６期事業

年度の中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、

中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。  

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、株式会社アライヴコミュニティの平成17年８月31日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間会計期間（平成17年３月１日から平成17年８月31日まで）の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。  

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。  

                                           以 上 

独立監査人の中間監査報告書 

 平成17年11月17日

株式会社アライヴ コミュニティ  

 取締役会 御中    

 三優監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 杉田  純   印 

 業務執行社員  公認会計士 藤野 勝之  印 

  （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 

 が中間財務諸表を添付する形で別途保管しております。 



 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社アライヴコミュニティの平成18年３月１日から平成19年2月28日までの第7期事業年

度の中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。  

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当

監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、株式会社アライヴコミュニティの平成18年８月31日現在の財政状態及び同日をも

って終了する中間会計期間（平成18年３月１日から平成18年８月31日まで）の経営成績に関する有用な

情報を表示しているものと認める。  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は重要な営業損失及びマイナスの営業

  キャッシュ・フローが継続している状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してい

  る。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提と

  して作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。 

２．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、以下の事項が存

  在する。 

  (1)会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準及び固定資産の減損に係る会計基準 

   の適用指針を適用している。 

  (2)会社は貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準及び貸借対照表の純資産の部の表示に 

   関する会計基準等の適用指針を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成して 

   いる。 

  (3)会社は繰延資産の会計処理に関する当面の取扱いを適用している。 

３．重要な後発事象に記載されているとおり、以下の事項が存在する。 

  (1)会社は平成18年９月１日をもって普通株式１株につき５株に株式分割した。 

  (2)会社は新株予約権の発行を実施した。 

   会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

 ない。                 

                                           以 上 

独立監査人の中間監査報告書 

 平成18年11月17日

株式会社アライヴ コミュニティ  

 取締役会 御中    

 三優監査法人  

 
代表社員 

業務執行社員 
 公認会計士 杉田  純   印 

 業務執行社員  公認会計士 藤野 勝之  印 

  （注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 

 が中間財務諸表を添付する形で別途保管しております。 
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